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長長期期レレンンタタルル約約款款

 
第第１１条条（（総総則則））  

本レンタル約款（以下「本約款」といいます。）は、お客様（以下「甲」といいます。）と株式会社エヌディ

エスリース（以下「乙」といいます。）との間の賃貸借契約のうち、当初の契約期間が６ヶ月以上の契約（以

下「長期レンタル契約」といいます。）について、別に契約書類、または取り決め等による特約がない場合に

適用するものとします。 
 
第第２２条条（（レレンンタタルル物物件件））  

乙は甲が長期レンタル契約において対象とされたレンタル物件（以下「本物件」といいます。）を賃貸し、甲

はこれを借り受けるものとします。 
 
第第３３条条（（レレンンタタルル期期間間））  

レンタル期間は、甲が注文書に記載したレンタル開始日から、物件が乙の指定する場所に返還された日まで

とします。 
 
第第４４条条（（レレンンタタルル期期間間のの延延長長）） 

１． レンタル期間が満了する日より３日以上前までに、甲から月単位で延長期間を定めてレンタル期間延

長の申し出があった場合は、甲に長期レンタル契約の違反がない限り乙はこの申し出を承諾するものと

し、以後繰り返し延長する場合も同様とします。但し、乙は延長期間を制限することができるものとし

ます。 
２． 甲が前項に定めたレンタル契約の終了または延長の申し出をなさなかった場合、乙は甲からの申し出が

あったものとみなし、以降も同様とします。 
 

第第５５条条（（レレンンタタルル料料））  
１． 乙はレンタル料を、レンタル期間に応じて、乙所定の料金体系により計算し、甲に請求します。 
２． 甲は乙に対し、前項のレンタル料を請求書記載の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振り込む方

法により支払うものとします。振込手数料は甲の負担とします。 
 

第第６６条条（（保保証証金金））  
甲は乙の請求がある場合は、長期レンタル契約に基づく本物件借用の担保として保証金を乙に差し入れ、乙

はこれをレンタル料等、甲の乙に対する一切の債務に充当できるものとします。 
 
第第７７条条（（本本物物件件のの引引渡渡しし））  

１． 乙は甲に対し、本物件を甲の指定する日本国内の設置場所において引渡すものとします。 
２． 乙は本物件を甲が注文書に記載したレンタル開始日の前営業日までに引渡すものとします。 

 
第第８８条条（（本本物物件件のの引引渡渡しし及及びび返返還還にに関関わわるる費費用用等等））  

１． 本物件の引渡しに関わる運送の手配は乙が行い、返還に関る運送の手配は甲が行うものとします。 
２． 本物件の引渡しに関わる運送費等の諸費用は乙の負担とし、返還に関る運送費等の諸費用は甲の負担と

します。 
 
第第９９条条（（担担保保責責任任））  

１． 乙は甲に対して、引渡し時において本物件が正常な品質・性能を備えていることのみを担保し、甲の使

用目的への適合性その他については担保しないものとします。 
２． 甲が本物件の引渡しを受けた後２日以内に物件の性能の欠陥につき乙に通知をしなかった場合、本物件

は正常な品質・性能を備えた状態で甲に引渡されたものとみなします。 
３． 甲が本物件の引渡しを受けた後２日以内に本物件の性能の欠陥につき乙に通知をした場合、甲は、乙に

対し、５営業日以上の期間を定めて、本物件の修補、代替品の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の

追完を催告し、乙は、甲の選択に従い、履行の追完をします。 
４． 前項の履行の追完の催告にもかかわらず、乙が甲の定めた期間内に履行の追完をしないときは、甲は乙

に対し、代金の減額を請求することができます。 
 

第第１１００条条（（引引渡渡しし後後のの故故障障））  
１． レンタル期間内に甲の責によらない事由で生じた故障により本物件が正常に作動しない場合は、甲は乙

に速やかに通知するものとします。 
２． 乙は前項の通知を受けた場合、本物件を修理または取り替えるものとします。 
３． 乙は前項に定める以外には本物件の担保責任を負わないものとします。 
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第第１１１１条条（（本本物物件件のの使使用用・・保保管管・・維維持持・・修修理理等等））  

１． 甲は本物件を善良な管理者の注意をもって使用保管し、この使用保管に要する消耗品および諸費用を負

担します。また、甲は本物件を本来の用法に従い使用します。 
２． 甲は事前に乙の書面による承諾を得ないで次の行為を行わないものとします。 

（１）本物件を第三者に転貸すること。 
（２）本物件に貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去または汚損すること。 
（３）本物件に他の物件を付着させ、本物件の一部を除去あるいは取替え、または改造する等、本物件

の引渡し時の現状を変更すること。 
 

３． 甲は本物件について他から強制執行その他、乙の権利を侵害する行為を受けた場合には、当該本物件が

乙の所有であることを主張し、直ちにその旨を乙に通知し事態の解消にあたるものとします。この場合

において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担します。 
４． 本物件自体、及びその使用、保管、維持によって第三者に与えた損害については甲が負担し、乙は損害

賠償の責を負わないものとします。 
 
第第１１２２条条（（メメンンテテナナンンスス））  

１． 甲は乙が必要かつ相当と認めた場合には、使用中の本物件をメンテナンス済みの本物件と交換できるも

のとします。 
２． メンテナンス済み本物件の交換に関わる運送費用等の諸費用は、乙が負担するものとします。 

 
第第１１３３条条（（本本物物件件のの滅滅失失・・毀毀損損）） 

甲の責に帰すべき事由により本物件を滅失（修理不能、所有権の侵害を含む。以下同じ）、または毀損（所有

権の制限を含む。以下同じ）した場合には、甲は乙に対し代替本物件（新品）の購入代金相当額、または本物

件の修理代金相当額、及び乙の本物件不稼動による損害額を損害賠償金として支払います。 
 
第第１１４４条条（（本本物物件件のの使使用用地地域域））  

甲の本物件使用地域は、日本国内とします。 
 
第第１１５５条条（（本本物物件件のの譲譲渡渡等等のの禁禁止止））  

甲は本物件を第三者に譲渡し、または本物件について質権、抵当権、譲渡担保権その他一切の権利を設定で

きないものとします。 
 
第第１１６６条条（（ソソフフトトウウェェアアのの複複製製禁禁止止）） 

甲は本物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品（以下「ソフトウェア」といいます。）に関し、次

の行為を行うことはできないものとします。 
（１）有償、無償を問わずソフトウェアを第三者に譲渡し、または使用権を設定すること。 
（２）ソフトウェアを複製すること。 
（３）ソフトウェアを本物件以外のものに利用すること。 
（４）ソフトウェアを変更または改作すること。 

 
第第１１７７条条（（保保険険））  

１． 乙は本物件（一部構成品等を除く）に動産総合保険を付保するものとします。 
２． 本物件に保険事故が発生した場合は、甲は乙に対し直ちにその旨を通知するとともに、乙の保険金受領

手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付し、保険金受領手続きに協力するものとします。 
３． 甲が前項の義務を履行し、乙が保険金を受領した場合、乙は甲に対し第１３条規定の賠償義務について、

受取保険金の限度でその義務を免除するものとします。但し、甲が前項の通知義務、交付義務を怠り、

または本物件の滅失、毀損について故意または重過失がある場合はこの限りではないものとします。 
 
第第１１８８条条（（甲甲かかららのの解解約約）） 

１． 甲は特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に乙に通知の上、本物件を乙の指定する場

所に返還して、この長期レンタル契約を解約することができるものとします。 
２． 前項により甲がこの長期レンタル契約を解約する場合、甲は乙が定める算出方法による差額を精算し、

乙に支払うものとします。 
 
第第１１９９条条（（乙乙かかららのの解解約約）） 

乙は本物件に第１０条に定める性能の欠陥がある場合、本物件の修理または取り替えに過大な時間、または

費用を要するときは、その旨を甲に通知して直ちにこの契約を解約することができるものとします。この場合、

レンタル契約が解約された月のレンタル料は、日割り計算により減額するものとします。 
 

後付 - 6 （ 2024.05.01 ）



 

 後付-7 （2021.05.01） 

第第２２００条条（（契契約約違違反反等等にによよるる解解約約）） 
甲が次の各号の少なくとも一つに該当するに至った場合には、乙は催告をすることなく、この長期レンタル

契約を解除することができ、この場合、乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。 
（１） 甲がレンタル料の支払いを１回でも延滞したとき、その他本約款条項に違反したとき。 
（２） 甲が支払いを停止し、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 
（３） 甲が強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または民事再生、会社更生等の申立てを受け、またはこれ

らの申立てをしたとき。 
（４） 甲の営業の休・廃止、解散のとき。 
（５） 甲の営業が不振、あるいは継続が困難であると乙が認めたとき。 

  
第第２２１１条条（（本本物物件件のの返返還還))  

１． レンタル期間の満了、解除、解約、その他の理由により長期レンタル契約が終了した場合、甲は乙に対

し、直ちに本物件を乙の指定する場所に返還します。 
２． 甲がレンタル期間中の本物件に記録したデータについては、消去のうえ返還するものとします。返還後

のデータに関しては、乙はその責を負わないものとします。 
 
第第２２２２条条（（支支払払遅遅延延損損害害金金））  

甲がこの長期レンタル契約による金銭債務の履行を遅延した場合には、甲は乙に対し支払期限の翌日から完

済に至るまで年率 14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。 
 
第第２２３３条条（（反反社社会会的的勢勢力力のの排排除除））  

１． 甲は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しな

いことを確約します。 
（１）自らまたは自らの役員（取締役、執行役または監査役）が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなく

なった時から５年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、暴力団もしくは暴力団員と密

接な関係を有する者（以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という）であること。 
（２）自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。 
（３）自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員

等を利用し、または暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められ

ること。 
（４）自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与

をしていると認められること。 
（５）長期レンタル契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであ

ること。 
２． 乙は、甲が次の各号の一つに該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に長期レンタル契約を解

除することができます。 
（１）第１項に違反したとき。 
（２）自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき。 

① 乙に対する暴力的な要求行為 
② 乙に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 
③ 乙に対する脅迫的言辞または暴力行為 
④ 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害

する行為 
⑤ その他前各号に準ずる行為 

３． 乙は、前項の規定により長期レンタル契約を解除した場合、甲に損害が生じても、これを賠償する責を

負わないものとします。 
第第２２４４条条（（通通知知））  

甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を遅延なく書面により乙に通知します。 
（１）名称または商号を変更したとき。 
（２）住所を移転したとき。 
（３）代表者を変更したとき。 
（４）事業の内容に重要な変更があったとき。 
（５）合併、会社分割、資本金もしくは準備金の額の減少、主要株主その他の実質的支配者の変動があ

ったとき。 
（６）財務または営業状況に著しい悪影響を及ぼす訴訟、仲裁、調停等の申立てもしくは開始の事実が

発生し、またはそのおそれがあるとき。 
（７）第１９条第２号から第５号に該当し、またはそのおそれがあるとき。 

 
第第２２５５条条（（合合意意管管轄轄））  

甲および乙は、長期レンタル契約の紛争に対する第一審の専属的合意管轄裁判所を、乙の本社の所在地を管
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轄する地方裁判所とすることに合意するものとします。 
 
第第２２６６条条（（特特約約事事項項））  

甲および乙は、長期レンタル契約について別途書面により特約した場合は、その特約は本約款と一体となり、

これを補完または修正することを承認するものとします。 
 
第第２２７７条条（（個個人人情情報報保保護護方方針針））  

乙はすべての事業で取扱う個人情報及び従業員等の個人情報の取扱いに関し、個人情報の取扱いに関する法令、国

が定める指針その他の規範を遵守いたします。 
 
第第２２８８条条（（付付則則））  

本約款は、２０２２年８月１日以降に締結される長期レンタル契約について適用されます。 
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